
　　　診断書の内容に疑義のないもの 　　　診断書の内容に疑義のあるもの

　　　意見により却下と判断したもの

　　障害者福祉専門分科会審査部会
　　の意見に基づき却下決定を行う

交付通知

　　申請受付から
　　２週間～１ヶ月程度

却下通知

申請受付から最長３ヶ月程度

以下の内容を認定する
①氏名
②住所
③交付年月日・手帳番号
④第１種・２種の種別
⑤障害名の決定
⑥等級の決定
⑦有期再認定の有無

　診断書の内容に疑義があり審査が
　必要な旨を通知する

障害者福祉専門分科会審査部会
（３ヶ月に１回程度開催）

　・診断書の疑義の意見聴取

手帳作成

　　認定内容に基づき
　　身障手帳を作成する

却下決定

身体障害者手帳交付にかかる事務処理の流れ

申請受付

毎週月～金曜日受付

担当者による審査

身体障害者福祉法別表と照合し、診断書の記載内容をチェックする

認定 審査部会に諮る旨の本人宛通知

意見により
認定が可能と
なったもの



１　申請に必要な書類
　（１）　身体障害者福祉法指定医指定申請書
　（２）　身体障害者福祉法指定医履歴書
　（３）　医師免許証の写し
　（４）　同意書

２　指定の要件
　（１）　前橋市内の病院、診療所において、該当する診療科に現に従事していること
　（２）　該当する診療科において、５年以上の臨床経験を有すること

３　受付から決定までの流れ

身体障害者福祉法第１５条の規定による医師として指定

障害者福祉専門分科会審査部会の意見により指定医として指定する

通知・告示

前橋市長による告示を行い、申請した医師に指定証を送付する

申請受付

随時受付

担当者による審査

提出された申請書、添付書類の内容を確認する

障害者福祉専門分科会審査部会
（３ヶ月に１回程度開催）

　
　　　　　　　指定医の認定について以下のことを諮う
　　　　　　　　①医籍登録日
　　　　　　　　②担当する診療科
　　　　　　　　③医師の職歴（経験年数）

身体障害者福祉法による医師の指定について


